
 

                        令 和 ３ 年４月２８日（水） 
                        神埼市立仁比山小学校 第 6号 

                                  （文責） 校長 田﨑 幸子 

学校目標 ふるさとを愛し、共に学び、心豊かにたくましく生きる「仁比山っ子」の育成 

にこにこ笑顔であいさつ いっしょうけんめい無言で掃除をする やさしさいっぱいなかよくする子 

まじめにこつこつ勉強する子 ○っ  こころと体をきたえ 進んで運動する子 

 

４月２３日（金）、地震・火災避難訓練

を行いました。学校では、授業中におけ

る地震、火災発生時の避難の仕方を理解させ、避難経路の確認をし、安全な避難の

仕方を学ばせます。大事なのは、学校で学んだ避難の仕方をいかして、いつでもど

こででも「自分の命は自分で守る」ことです。地震だけでなく集中豪雨などの自然

災害も起こっています。命を守るためにどのように行動すれば良いのか、学校でも

しっかり指導していきますがご家庭でも話をしてください。よろしくお願いしま

す。 

 

私からは、「お、か、し、も」に「す、き」を付け加え話をしました。（す：すばやく動く、き：よく聞く） 

ご家庭で話されるときには、避難場所や避難したときの連絡方法なども確認をしておいてください。 

 

 

４月２７日（火）、仁比山駐在所連絡協議

会が本校で行われ、参加しました。駐在所から出していただいた危険箇所、登下校

する児童の様子などを情報共有し、今後の対応について協議しました。駐在所から

出された危険箇所は①「石井ヶ里」（竹原入り口）と②的地区（セブンイレブン付

近）です。安全に横断できるか、脇道から自動車が来るのではないか、歩道はある

かなど、課題はあります。学校としても教育委員会や市、警察などに相談していき

ます。現在、保護者や地域の方々に協力していただき、事故もなく安全に登校できています。これからも、児童

の安全のために、ご協力をお願いします。（この２箇所以外でも危険な場所等、何かお気づきがあれば学校へご連

絡ください。よろしくお願いします。） 

先日から、PTA総会書面議決、学級役員につきましてご協力いただきあり

がとうございました。さて、その中で給食費の徴収方法についてご意見が

ありましたので回答いたします。学校給食費は、現在、地区役員の方々に

毎月集金していただいています。お忙しい中、給食費の徴収が大変で、特にコロナ禍ということで更にご負担を

かけていると思います。給食費については、どうしても未納金の徴収が課題になります。「学校設置者の市は、給

食施設・設備に要する経費と運営に要する経費を負担すること、それ以外の経費、つまり学校給食費を保護者が

負担する」、ということが学校給食法という法律で定められています。給食費に未納があった場合は食材の納入

業者への支払いが滞りますし、迷惑をかけてしまいます。そこで、神埼市の場合は地区役員さんにご協力をいた

だいているところです。 未納問題の心配が全くないということになれば今後状況もかわるかもしれません。い

ろいろご負担をおかけしていますが、どうかご理解の上、これまでと同様のご協力をよろしくお願いします。 

ありがとうございました。家庭訪問では、ご多忙の中、お時間を設定していただきありがとうござ

いました。これからも何かありましたら、担任や学校にご連絡ください。 
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